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富里市地球温暖化対策実行計画策定支援業務 

仕様書 

 

 

１．業務名 

富里市地球温暖化対策実行計画策定支援業務 

 

２．履行期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日 

 

３．業務の目的 

本業務は、中長期的に脱炭素化を図り、持続可能でレジリエントな地域を目指す

ため、地域の再生可能エネルギーポテンシャルや将来のエネルギー消費量を踏まえ

た再生可能エネルギーの導入可能性調査、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

に基づく地球温暖化計画（区域施策編）の策定、及び「気候変動適応法」に基づく

気候変動適応計画の検討を行うことを目的とする。 

 

４．業務内容 

（１）情報の収集及び現状分析 

地域の自然的･経済的･社会的条件を踏まえた区域内の温室効果ガス、再生可能

エネルギーの導入又は温室効果ガス削減のための取組に関する基礎情報の収集及

び現状分析を実施する。 

 

１）自然的・経済的・社会的条件の整理 

気象条件（日照、風況、気温、雪量等）、河川状況（位置、流量等）、産業の状

況（農林水産業、製造業、商業、観光等）、土地利用状況、人口の推移、ごみ排出

状況、下水道の整備状況、公共施設の整備状況、各種の上位・関連計画等につい

て情報収集及び整理を行う。 
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２）区域内の温室効果ガス排出量の推計 

自然的・経済的・社会的条件を踏まえ、区域内の温室効果ガス排出量を推計し、

経年変化から増減要因等について分析する。 

 

３）再生可能エネルギーの導入に関する基礎情報の収集及び現状分析 

区域内における再生可能エネルギーの導入状況について情報収集を行うととも

に、課題等について現状分析を行う。 

 

４）温室効果ガス削減のための取組に関する基礎情報の収集及び現状分析 

区域内における温室効果ガス排出量の削減に向けた取組状況について情報収集

を行うとともに、課題等について現状分析を行う。 

 

５）アンケート調査 

地球温暖化問題やエネルギー資源問題、再生可能エネルギーに関する理解度や、

取組状況等を調査する。 

 

調査対象者抽出 

（委託者と協議） 

○住民（20歳以上の男女）2,000人程度を抽出 

○事業者（200事業所程度）を抽出 

調査票等の印刷 ○調査票及び依頼文は受託者が作成 

○調査票の印刷は受託者が負担 

○対象選定及び宛名シールは委託者が負担 

○返信用封筒の印刷は受託者が負担 

○封緘作業は、受託者が行う 

配布・回収方法 ○配布 

 住民及び事業所は郵送（郵送費用は受託者が負担） 

○回収 

 住民及び事業所は郵送（返信費用は受託者が負担） 

 

（２）地域の特性や削減対策効果を踏まえた将来の温室効果ガス排出量に関する推計 

地域の特性や温室効果ガスの排出状況を踏まえ、温室効果ガスの排出に関わり

の深い項目を活動量として設定し、今後追加的な対策を見込まないまま推移した

場合の将来の温室効果ガス排出量（現状趨勢ケース BAU）について推計を行う。 

また、温室効果ガス排出量の削減対策の効果を踏まえた将来の温室効果ガス排

出量に関する推計を、可能な限り複数のパターンについて推計を行う。  
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（３）地域の温室効果ガスの将来推計を踏まえた地域の将来ビジョン・脱炭素シナリ

オの作成 

地域の温室効果ガス排出の将来を踏まえ、温室効果ガス排出量実質ゼロ（カー

ボンニュートラル）に向けた排出量・吸収量の将来推計と、排出量実質ゼロを達

成した社会の状態に必要な技術・施策・事業・行動変容などを明らかにした脱炭

素シナリオを作成する。 

脱炭素シナリオの作成にあたり、２０５０年の温室効果ガス排出量実質ゼロと

いう目標を達成した状態（将来ビジョン）を描く。 

なお、エネルギー、廃棄物、都市計画、産業振興、交通、防災、福祉など様々

な分野における行政計画も参考にしつつ、将来的に地域に起こり得る変化、それ

により生じる課題、カーボンニュートラルの実現に向けた施策による社会インフ

ラや人々の行動の変化、脱炭素施策による地域の経済的・社会的課題の統合的な

解決等を検討する。 

 

（４）地域の再生可能エネルギーポテンシャルや将来のエネルギー消費量を踏まえた

再生可能エネルギー導入目標の作成 

地域の再エネポテンシャルや将来のエネルギー消費量を踏まえた再エネ導入目

標を作成する。 

 

１）再生可能エネルギーポテンシャル調査 

再生可能エネルギー全般にわたる導入ポテンシャルの把握にあたり、賦存量と

利用可能量に関する調査を行う。また、調査結果は下記の観点から評価する。 

①全エネルギー消費量に占める割合 

②原油換算量 

③二酸化炭素排出削減量 

 

２）再生可能エネルギー技術の動向調査 

最新の再生可能エネルギー技術に関する情報や導入事例について調査を行い、

とりまとめる。 

①再生可能エネルギー技術調査 

②再生可能エネルギー別導入事例調査 
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３）将来のエネルギー消費量の推計 

エネルギー消費量の指標となるデータをもとに将来のエネルギー消費量を推計

する。推計を行う際には、温室効果ガス排出量の削減対策の効果等についても考

慮する。 

・家庭部門の消費エネルギー量調査（世帯数、電力消費量等から推計） 

・業務その他部門の消費エネルギー量調査（延床面積、電力消費量等から推計） 

・産業部門の消費エネルギー量調査（就業者数、出荷額、電力消費量等から推計） 

・運輸部門の消費エネルギー量調査（登録台数、電力消費量等から推計） 

・将来のエネルギー消費量の推計 

 

４）再生可能エネルギー導入目標の設定 

再生可能エネルギー導入の基本理念、基本方針、数値的な導入目標を検討する。 

・上位計画の内容を念頭に置いた基本理念 

・基本理念を具体化させるための基本方針 

・再生可能エネルギー導入に係る数値目標 

  

（５）地域の将来ビジョン・脱炭素シナリオ及び再生可能エネルギー導入目標の実現

に必要な政策及び指標の検討並びに重要な施策に関する構想の策定 

地域の自然的・経済的・社会的な特性や解決すべき課題を踏まえるとともに、

地域の将来ビジョンや・脱炭素シナリオ、再生可能エネルギー導入目標とのつな

がりのある政策の方向性や具体的施策について実現可能性を考慮して検討する。 

 

（６）地球温暖化対策実行計画 素案の作成 

温室効果ガス削減対策及び再生可能エネルギーの可能性調査等の検討結果をも

とに庁内検討会議や環境審議会等での協議を踏まえ、気候変動適応計画にも対応

した地球温暖化対策実行計画の素案を取りまとめる。 

 

（７）審議会対応等 

庁内会議及び環境審議会の開催に伴い、会議資料を事務局との協力のもと作成

するとともに、会議に出席し説明補助等及び会議記録（要点筆記）を作成等の事

務局支援を行う。会議の開催回数等は以下を想定する。 

 

会議 

庁内検討会議         ３回 

環境審議会          ３回 
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（８）パブリックコメントの実施に関する資料の作成 

公表する資料の作成や提出された市民意見の整理、分析及び回答案の作成を行

うなど支援を行う。 

 

（９）審議会対応等（パブリックコメントの実施後） 

庁内会議及び環境審議会の開催に伴い、会議資料を事務局との協力のもと作成

するとともに、会議に出席し説明補助等及び会議記録（要点筆記）を作成等の事

務局支援を行う。会議の開催回数等は以下を想定する。 

 

会議 

庁内検討会議         １回 

環境審議会          １回 

 

（10）地球温暖化対策実行計画の作成 

パブリックコメントでの市民意見等を反映し、地球温暖化対策実行計画を作成す

る。また、地球温暖化対策実行計画を抜粋、要約し、市民向けにより分かりやすく

まとめた概要版を作成する。 

 

（11）打合せ・協議 

業務全体の進行管理、情報整理・確認等のための打合せ・協議等を行う。 

 

打合せ                   

  業務着手時          １回 

  業務中間時          ３回 

  業務完了時          １回 

 

５．成果品 

・地球温暖化対策実行計画 本編及び概要版  電子データ 一式 

 

 


